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＜

税理士法違反行為」に関する情報を把握した場合には、速やかに「税理士

等情報せん」を作成願います（違反事実に限らず「疑い」も含みます｡)。

税理士法違反行為を把握する場面の例＞

＞調査・滞納整理事務

＞面接、電話、投書等による情報提供

＞申告害の収受や郵便開封事務（｢控」の送付先が第三者の住所地など）
‐~－四一一

１
Ｊ（ 違反行為主な税理士法

＞脱税相談等をした場合の懲戒【法45条】

・脱税相談等の禁止

・関与先に依頼され、事実に反していることを知りながら正しくない内容

の確定申告害を作成

・申告害作成に当たり、職業専門家としての知識経験に基づき予見できる

結果を予見せず、確定申告害を作成

『
‐
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士 申し訳ない。

顧問契約を切ると言われて
断り切れず･・・

先生、

この人件費が架空であること

を知っていましたね！

＞信用失墜行為の禁止【法37条】

・税理士本人（税理士が代表者である法人を含む｡）の脱税、申告漏れ等

蟇 雛学1
つい､忙しすぎて自分の申告を

後回しにしてしまいました･・・

／

１、

先生、

あなたは申告義務がありな
がら5年間も無申告ですよ！

＞非税理士に対する名義貸しの禁止【法37条の2】
／

ところで社長､普段は．

○○税理士に対して

どのような報告を

、していますか？

／

ところで社長､普段は

○○税理士に対して

どのような報告を

、していますか？

いやいや、○○
、

税理士に

会ったのは今回が初めてですよ。

いつもは△△さんに申告書を
作ってもらっています。

ノ
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＞使用人等に対する監督義務【法41条の2】

・税理士は使用人等を監督しなければならない
※税理士事務所の事務員の非行例

関与先の不正計算に加担、税理士に無断で他人の申告害を作成、
関与先の納税資金を着服など

税理士事務所 、

△△さん､今期は利益が

出すぎてしまったから､もっと

経費を増やして
税金少なくしてよ！

事分かりました｡でも社長、

○○税理士には

内緒にしといてくださいよ・
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｢税理士等|胄報せん」の作成フロー
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＜「税理士等篇侵せん‘署用)」の作成フロー;署の課税調査の場合＞
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※税理士法違反行為の端緒を把握した際には、速やかに署課長補佐（非設置

署は総務係長）に連絡し、確認事項や必要な書類等を整理した上で確実に証

拠を保全しましょう。
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なお、特に有効な情報収集を行った職員に対しては、功績者表彰を行っています。

〔参考通達〕

・平成14年7月25日付総総第617号「『関係各部課及び税務署から税理十肇理官への情報提供

要領』の制定について」事務運営指針

･平成23年7月8日付東局総総6-206「税理士事務提要の制定について」事務運営指針
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第 2 号

税理士専門官士専門富だより
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垂 ；｢税巽土証割客確認し雇います聾？ ■…すま

皆さんは、調査などの際に、税理士から名刺を受領することだけで、身分確認を

済ませていませんか？

税理士ではない者が、調

査に立ち会うことはでき

ませんので、自身の証票

を相手方に見せる際に

は、必ず「税理士証票」

を確認してください。
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「税理士証票」とは、税理士登録をした者に交付される、いわば

税理士である証明書です。

＞懲戒処分等により税理士晉録が抹消されたときは、 「税理士証
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票」を日本税理十会連合会に返還しなければなりません。

＞平成27年4月以降、交付日から10年を経過した税理士証票

は交換しなければなりません｡税理士証票を確認した際に、まだ

交換していない場合には、今後の交換予定を確認してください。
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なかつ濃場合（想定される違反行為）涯匿目税理士証票を確認し

季｜
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例えば・ ・ ・

・税理士事務所の職員のみ又は記帳代行業者が、調査立会いを行っている

（税理士が、にせ税理士に対して名義を貸している）

一税理士法第52条（税理士業務の制限） くくにせ税理士＞に該当

（‐税理士法第37条の2（非税理士に対する名義貸しの禁止）に該当）

・税理士ではない者が、税理士又は税理士事務所の名称入りの名刺を使用している

→税理士法第53条（名称の使用制限）に該当

・税理士が、懲戒処分期間中に税理士業務を行っている

二税理士法第46条（一般の懲戒）に該当

・

９

５

ご

４■１巳６０■■■Ｂ６Ｂｉｌｌ日ＩＰＩ

ﾛ

税理士事務所職員や記帳代行業者が行うことができる業務については、次ページで解説します。

大分類

中分類

保存年限等

共通（法令・通達）

愉報通信類

暦2025年12月末



…

！
税理士事務所職貴が行う筵篭賦篭きる業務つ迄貝

i－－
１
１
１
１
Ⅲ
刈
呵
冊
川
刈
川
Ｉ
Ⅲ
Ⅷ
川
Ⅲ
Ｉ
刈
州
叫
叫
１
１
Ⅷ
Ⅶ
Ｉ
刈
刊
１
州
１
１
刑
Ｊ
叩
切
柑
別
喝
呼
’
・
・
丸
己
■
聾
沁
吐
異
‐
ト
ー
ｒ
恥
虚
迂
Ｔ
Ｌ
ｆ
副

師
創
阿
Ｈ
”
Ｂ
Ｌ
Ｄ
Ｆ
伊
卜
『

ゲタ

■
９
．
屯
Ｆ
Ｉ
ｒ

鴎
Ｉ
馬
門
陥
醒
匪
晦
！
。
咄
パ
ト
ル
ド
１
１
１
ト
１
１
山
Ｍ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ト
ー
、
Ｉ
Ⅲ
Ｉ
旧
１
１
卜
仙
１
１
１

税理士事務所職員が行うことができる業務は、伝票の整理記帳業務、決算書の作成など

の会計業務のほか、税理士が税理士業務を行う前に必要な資料の収集などの補助業務に限ら

れます。 ､

税理士事務所職員が、税理士の指導監督に服さず、自らの判断で納税者からの税務相談に ロ
Ｇ
５
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。
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昭応じたり、申告書等の税務書類の作成や調査立会を行っている場合は、「にせ税理士」として

税理士法違反になります。

なお、税理士事務所職員に業務を任せきりにしていた税理士は、「使用人監督義務違反」と

して税理士法違反になります。
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納税者によっては、会計業務を記帳代行業者に委託している場合があります。

記帳代行業者の業務は、会計業務のみが許されており、たとえ無償であっても税理士業務

（税務代理、税務書類の作成、税務相談）を行うことができません。

記帳代行業者が申告書を作成し、税理士が署名をしていた場合、例え税理士がその申告害

の内容を確認していようとも、記帳代行業者は「にせ税理士｣、税理士は｢名義貸し」として、

いずれも税理士法違反になります。
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税務調査等の際、税務職員が「にせ税理士」に対して、

．納税者に関する情報を漏えいする行為

・納税者の申告書の作成を依頼するなどして、税理士業務

を行わせる行為

は、不適切な行為となりますので、注意してください。
－

税理士法違反行為を把握しだぢ報一 …i .:*;""
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税理士事務杷当署jS:署苓総務課課長補侭苓(非設置署は総務係長)篭局蕊税理圭係及び税理圭専門宮
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税理士専門官税理士專門富だより
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■

確定申告期（2月16日からS月15日まで）は、「にせ税理士」が顕

在化することから、「にせ税理士防止月間」と位置付け、積極的に「にせ

税理士」行為の未然防止や排除に努めています。

部
…‘ー－ｰーｰー

1『にせ税理哉j睦:隊謬」 ■■■

税理十法第52条（税理士業務の制限）には、 ｢税理士等でない者は、税理士業

務(確定申告言の作成､調査等の立会い及び具体的な税務相談等）

ない」と規定されています。

を行ってはなら

税理士等でないにもかかわらず、税理士業務を行っている者のことを、いわゆ

る「にせ税理士」と呼んでいます。

※税理士等とは、税理士、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人をいいます。

例えば、

。司法書士、行政書士、社会保険労務士等の国家資格があっても、

。税理士事務所職員であっても、

・記帳代行等の会計業務を行う記帳代行業者であっても、

＝〉税理士等ではないため、確定申告害の作成などの税理士業務を行っている

と、たとえ無報酬でも、 ｢にせ税理士」 になりますので御注意ください。

－ 一 一
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〆

、「にせ税理士」の端緒を把握した場合はふ税理垂事務担当者篭署に
. ､ " ;伽 ：

あっては総務課課長補佐又は総務係長）ヘ第1報を、その後烏速や

かに『税理士等情報せん｣の作成をお願いします！
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｝I 『にせ税理士』を把握し禧鑓緒例
一

窓函事務

』

、喝

○窓□に税理士の署名がない複数の申告書を提出してきた。
ー

ﾛｰｰﾛﾛ･‘~.｡~ざ~．

申告害を複数件提出したぞ！ ！
念のため身分確認してみよう1 1

人

）
一

一

’
｢確定申告書等提出受付票」の

堤出高お願いします1 1
》】

郵送麗郵事務
ﾗｰｰﾃｰ、

車

○確定申告書が郵送で提出されたが、同封されていた返信用封筒の宛先が、納税者

本人や税理士ではない第三者となっていた。

＝返信先が本人や税理士ではない場合は､納税者本人に返信先との関係を確認す

ることとなっています。

ノ、

~~、
ｊｊ一

一

○提出された確定申告害に簡易な誤りが認められ、税理士の署名がなかったこと

から納税者本人に問い合わせたところ、税理士でない者に申告書の作成を依頼し

ていた。

、
ノ

提出いただいた申告書の内容でお尋ねしたい

すが…。ので

〆

ｌ

ｌ
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に 」
税務関係については、

コンサルタントのCさんに頼んでいるの

で、Cさんに聞いてください。

、
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〆
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税理士専門官税理士専門富だより
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私たち税務職員が退職して税理士となり税理士業務を行う場合には、

離職後1年間の業務の制限がありますので注意が必要です。

胤理韮溌鐙集め通言
”患､‘ ￥

、
税務職員出身の税理士が、退職時の地位縁故を利用して不当に業務の拡張を図

るということがあると、税務宮公署在職中における公務の執行について、それが

正当に行われていたとしても、社会一般から無用の疑念を持たれかねません。

このため、国税○B税理士が、在職中の地位を利用して顧客等の開拓を図るこ

とを防止するという趣旨で税理士法第42条が設けられています。
’
1

１
Ｊ

、 ノ

罫了霊玉軽
退職した税務職員が税理士となった場合には、

離職後1年間は、離職前1年内の職の所掌に属すべき事件（注）

いて、税理士業務（①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談）

ってはならない
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とされています。 （税理士法第42条）

《参考：税理士法第42条の適用関係図》ｉ
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事務分掌規則等の定めるところにより判断します。具体的には、特定の調査、
又は実施するか否かといった選定に係る判断、指審理事務等を実施する、収、

示､決定等を行う対象となり得る納税者に係る案件をいいます。ここでは､以下、

｢調査等案件」といいます。

法第42条の業務制限の基本的な範囲

(注） 1 「総務課制署」とは、総務課長が総務事務に加えて管理運営事務及び徴収事務

の管理・監督を行う署をいう。総務課制署の総務課職員は、調査等案件に係る納

税者について管理運営部門及び徴収部門の職員と同様の取扱いとなる。

2 「上記以外の統括徴収官」及び「上記以外の統括調査官」には、当該部門に所

属する特別国税徴収官及び特別国税調査官が含まれる。

3 「自己が担当した納税者」には、自己が直接担当した納税者のほか、自己が指

導や支援を行った調査等案件に係る納税者及び部門連携調査等で自己が参画した

調査等案件に係る納税者などが含まれる。

4局における「調査等案件に係る納税者」には、資料調査課の案件など、局にお

いて調査事務を実施した署所管の納税者及び調査を実施するか否かを判断した署

所管の納税者が含まれる。

部門等 職名 調査等案件に係る納税者

署 ■■■■

総務課

管理運営

部門

徴収部門

個人課税

部門

法人課税

部門

資産課税

部門

署長

副署長

全職員

第1部門の統括徴収官

上記以外の統括徴収官

上記以外の職員

第1部門の統括徴収官

上記以外の統括徴収官

上記以外の職員

第1部門の統括調査官

上記以外の統括調査官

上記以外の職員

第1部門の統括調査官

上記以外の統括調査官

上記以外の職員

第1部門の統括調査官

上記以外の統括調査官

上記以外の職員

署所管の全納税者

所掌事務に関する署所管の全納税者（※単独署の場

合は、署所管の全納税者）

なし（※総務課制署を除く。 ）

延納・物納事務に閏する署所管の全納税者

延納・物納事務に関する署所管の納税者のうち所属

する部門において所掌している納税者

自己が担当した納税者

徴収部門において所掌している署所管の全納税者

所属する部門において所掌している納税者

自己が担当した納税者

署所管の全個人納税者

所属する部門において所掌している納税者

自己が担当した納税者

署所管の全法人納税者

所属する部門において所掌している納税者

自己が担当した納税者

資産課税部門において所掌している署所管の全納

税者

所属する部門において所掌している納税者

自己が担当した納税者

局 ■■■■
総務部

上記以外

の各部

局長

全職員

部長（次長）

課長（統括調査官等）

上記以外の職員

局所管の全納税者

なし

所掌事務に関する局所管の全納税者

所属する課（部門）において所掌している納税者

自己が担当した納税者
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【令和4年3月31日に定年退職した職員の場合】

価A署個人課税部門の上席国税調査官で定驚年7月異動”
A署において自己が担当した納税者に係る調査等案件

‐直接担当した事案だけでなく、指導事案、支援事案、部門連携等で参画

した事案を含みます。
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【令和4年7月10日付で辞職する職員の場合】辮臘と
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は自ら鴫思で剛することを川ます。

征｡害法人課税部門の統括国税調査官で辞” 冒忌､（令和3年7月、C署法人統括
B署の所属する部門において所掌している納税者に係る調査等案件

＝〉調査等を実施した法人だけでなく、部門の所掌法人となります。
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それでは、どのようなケースが違反となるのか具体例を参考に考えてみましょう。

〆雇天)署法人 墓悪、課税部門の上席国税調査官（再任用）が令和4年3月31日付で辞職

(令和3年7月、C署法人統括官で定年退職。その後、再任用としてD署勤務）
｢C署の所属する部門において所掌していた納税者」と「D署において自己が担当し
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(C※税理士法第42条違反の行為は、たとえ1件であっても､懲戒処分の対象とな
ります。

※同法42条の規定に違反した場合の懲戒処分は、2年以内の税理士業務の停止

又は税理士業務の禁止となっています。なお、1年以下の懲役又は10○万円以下

の罰金に処せられる場合もあります。

《参考》

税務職員が離職後、税理士登録をした場合、税務行政庁在職時の具体的役職名を

表示した広告はしてはならないことになっています。 （税理士会会則）

※具体的役職名とは、管轄地域名を冠した宮公署名と役職名の併記をいう。

例）元○○税務署長→× 、元税務署長→○

上記のような表示を行うと税理士法第39条（会則を守る義務）違反となります。

ノ

聖ノ

※詳しくは､国税庁総務課情報第2号「退職職員に対する税理士業務の制限について」

(共通ライブラリ＞通達。情報＞総務部・総務課＞種別:09情報>(分類：すべての分類)>

【総･総・税】庁総務課情報）をご覧ください。 ．
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超 先般、税理士等の懲戒処分等の端緒となるなど、特に有効な「税理士等情報せん」を
作成した職員及び税理士の指導監督事務において顕著な功績を挙げた職員が、功續者

局長表彰（税理士事務）を受彰されました。

(※局署||頂）

【五味英里さん】調査第四部調査第43部門（収集時所属：足立署）

’…崇議瀦譲蕊鏡隷瀧義患
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抄

鍵鍵鱗驚議

I税理士に対する実態確認において、
~ 4

二ともに、速やかに『税理士等情報せ」'ととぢに
』ん!｣を作成d税理士に対する課税調査及び税理士法調査によづてぇ ｜

｜として税理士を懲戒処分!: ｜ ： ‘ 」
一.一一■一一竺一一色 昌一酋鐇塀癖息辨四一.5

【有田裕二さん】市川署個人課税第5部門
鷺
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所得税調杳において､’､て、
|･直ちに「税理士等

情報せん｣‘を作成6

当局へ告発!：

税理士法調査によって､1 ｜による税理士法違反事件として司法
灘謬蔚蕊

【田中和宏さん】日本橋署個人課税第1部門（収集時所属：干葉西署）
｜
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|による税理士法違反事件とし
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【足助辰雄さん】雪谷署法人第1部門（収集時所属：松戸署）
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法人税調査において、人税調査において、人税調査において、
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－ |直ちにF税理士等直ちに雁税理士等情報せ洵」を作成。税理士法調査によって、税理士を懲戒処分！直ちに雁税理士等情報せ洵」を作成。税理士法調査によって、税理士を懲戒処分！

【奈良隆之さん】荒川署法人第1部門一

｜ － －－礁…繍騒麓灘議患溌欝窪謹灘 #蝋灘！

■
沓によって、税理士を懲戒処分！

引き続き、 「税理士等情報せん」の積極的な作成をお願いします！

大分類

中分類

保存年限等

共通（法令・通達）

情報通信類

暦2025年12月末

等
【
ン



、
大 分 類 共通（法令･通達）

中 分 顛 梢報通信類

保存年限等 暦2025年12月末
税理士専門官だより
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※上記の改正内容のほか、法33条の2に規定する書面の名称変更及び資産税の様式制定など、全14項目の改正が行われています。

詳しい内容がお知りになりたい方は霞蕊蕊をご覧〈ださい。


